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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
大
阪
・
関
西
万
博
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
証
入
場
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ａ
Ｄ
証
の
こ
れ
ま
で
の
累
計
発
行
枚
数
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
五
月
十
九
日
時
点
に
お
い
て
、
同
年
四

月
十
三
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
国
際
博
覧
会
（
以
下
「
博
覧
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
期
間
中
の
入
場
を
可
能
と
す
る
も

の
が
二
十
六
万
五
百
四
十
八
枚
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
大
阪
・
関
西
万
博
開
幕
以
来
、
一
ケ
月
間

の
累
計
の
Ａ
Ｄ
証
入
場
者
数
」
に
つ
い
て
は
、
同
年
五
月
十
二
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
五
十
二
万
千
四
百
九
十
九
人
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
同
万
博
関
係
者
の
入
場
者
数
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
一
九

七
〇
年
開
催
の
日
本
万
国
博
覧
会
」
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
「
日
本
万
国
博
覧
会
公
式
記
録
」
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
日

本
万
国
博
覧
会
記
念
協
会
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
「
万
国
博
会
場
で
働
く
従
業
員
や
協
会
職
員
な
ど
に
交
付
す
る
入
場
証
」
と

し
て
、
「
全
期
間
、
一
定
期
間
入
場
証
（
写
真
つ
き
）
」
が
総
計
八
万
三
千
九
百
五
十
六
枚
、
「
一
定
期
間
、
一
日
限
り
入

場
証
（
写
真
な
し
）
」
が
総
計
二
十
五
万
六
百
十
七
枚
及
び
「
団
体
入
場
証
」
が
総
計
三
千
七
百
四
十
二
枚
、
そ
れ
ぞ
れ
発



 

２ 

 

行
さ
れ
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
皇
室
、
外
国
賓
客
、
国
会
議
員
、
日
本
政
府
職
員
の
入
場
」
の
「
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
来
場
の
目
的
等
に

よ
っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
「
入
場
券
に
よ
る
も
の
」
、
「
Ａ
Ｄ
証
に
よ
る

も
の
」
及
び
「
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
る
も
の
」
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
協
会
職
員
」
及
び
「
各
パ
ビ
リ
オ
ン
で
勤
務
す
る
運
営
ス
タ
ッ
フ
」
の
「
入
場
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
Ａ
Ｄ
証
入
場
者
数
に
計
上
」
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
会
場
内
の
見
学
を
目
的
と
し
て
入
場
券
を
購
入
し
た
来
場
者
の
内
数
に
Ａ
Ｄ
証
入
場
者
数
を
含
め
る
」
の
具

体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
益
社
団
法
人
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
に
お
い

て
は
、
博
覧
会
へ
の
入
場
券
に
よ
る
入
場
者
の
数
と
Ａ
Ｄ
証
に
よ
る
入
場
者
の
数
と
を
合
計
し
た
数
を
同
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
お
い
て
「
来
場
者
数
」
と
し
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
う
ち
Ａ
Ｄ
証
に
よ
る
入
場
者
の
数
を
併
せ
て
公
表
し
、



 

３ 

 

入
場
者
の
数
の
内
訳
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 


